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商品名等
（電気用品名等）

イオン発生機器

１　当該商品等の概要

○ 用途、機能、性能
　容器内で水を滝状に降り注がせることによりマイナスイオンを発生させるとと
もに、照明による演出を行い、使用者の心身のリラックス等を図る機器である。

○構造、仕様、意匠
　容器内部においては、底部の水を電動機の回転により遠心力で吸い上げ、上部の
羽根により拡散して滝状に降り注がせることにより、マイナスイオンを発生させ
る。容器外部においては、上部（頭部）及び下部にとりつけられた発光ダイオード
が数種類のパターンで発光する。
　
○ 主な使用者、販売先
一般家庭

２　対象・非対象の解釈

　特定電気用品以外の電気用品中、電動力応用機械器具の「電気噴水機」として取
り扱う。

（理由）
　用途及び構造的な面を考慮して、特定電気用品以外の電気用品中、電動力応用機
械器具の「電気噴水機」として取り扱うのが妥当と判断する。


